
第３回サステナブルファッションの推進に向けた
関係省庁連携会議

消費者庁説明資料

【資料１】



生産・流通

購入・使用 廃棄・循環

消費者庁、経済産業省、環境省の３省庁が連携し、生産・流通から廃棄・循環までの各段階に
応じて、事業者及び消費者の双方に向けた取組を計画的に進めるとともに、制度面を含めた
課題の整理・検討を行っていく。

事業者の取組の推進（環境配慮設計の推進・透明性の向上等）、消費者の行動変容等の実現
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１．サステナブルファッションの推進体制

ファッションロスの削減 １



２
出典：令和３年消費者意識基本調査

SDGs・エシカル消費に興味はあるが、

まだ取り組んでいない

令和3年11月に実施した「消費者意

識基本調査」でSDGｓやエシカル消費

に関する興味や取組状況を聞いたとこ

ろ、「興味があり、現在取り組んでい

る」「興味はあるが、現在取り組んで

いない」と回答した割合は47.7％だっ

た。

比較的若い世代で、「興味はあるが、

現在取り組んでいない」割合が多く

なっている。

２．サステナブルファッションの現状（１）



３

SDGs・エシカル消費に興味はあるが、まだ

取り組めていない若者にとって、「参加方法

がわからない」ことが取り組めていない一番

の理由に

「興味はあるが、現在取り組んでいない」

人が取り組んでいない理由として、「参加方

法がわからない」が10歳代後半では56.7％、

20歳代で56.8％と最も高く、全体の46.6％

よりも高くなっている。

「環境問題や社会問題に取り組む商品や

サービスが身近にない」割合も同様に、10歳

代後半で44.2％、20歳代で35.8％と全体の

31.3％よりも高かった。

また、20歳代では「周りに取り組んでいる

人がいない」割合も34.6％と全体の26.5％

に比べて高い結果となった。

このことから、若者はSDGsやエシカル消

費に興味はあるが、参加方法がわからない、

周りに取り組んでいる人がいない、身近に製

品やサービスがないと感じているため、取り

組めていない人が多いことがわかる。

出典：消費者白書令和４年版

２．サステナブルファッションの現状（２）



４

若者は、サステナブルファッションに関する取

組の中では、古着の活用や衣服のリサイクルを

実施

サステナブルファッションに関して取り組ん

でいることは、全体では「衣服を買い過ぎない

ようにする」が82.4％と最も高く、次いで「縫

製や生地がしっかりした、耐久性の高い商品を

選ぶ」73.8％の順となった。

また、10歳代後半では、全体とは異なり、

「着なくなった衣服を家族や友人にあげたり、

寄付したりしている」割合が62.1％と、「服を

長持ちさせるために、素材に適したお手入れや

洗濯をする」割合の57.5%を上回っている。

「着なくなった衣服を家族や友人にあげたり、

寄付したりしている」割合は20歳代でも

49.0％と全体の39.2％と比べて高い。

「古着を購入する」割合も、10歳代後半で

20.0％、20歳代で19.9％と全体の14.8％より

も高くなっている。

そのほか、「古着を売却したり、資源として

回収に出したり、店舗に持ち込んでリサイクル

したりしている」割合が全体で37.7％だが20

歳代では42.1％、「メーカー売れ残り在庫販売

サービス（アウトレットやオフプライスストア

等）を利用している」割合が全体で36.7％だが

20歳代では46.0％と、高い割合となった。

２．サステナブルファッションの現状（３）

出典：消費者白書令和４年版



＜継続取組＞

① 「サステナブルファッション習慣のすすめ」特設ページの開設

② サステナブルファッション地域実証事業の実施

③ 「わたしのサステナブルファッション宣言」リレーの実施

④ サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議の開催

⑤ ジャパンサステナブルファッションアライアンス（JSFA）への参画

＜新たな取組＞

⑥ 啓発動画の作成

⑦ インフルエンサーを活用した情報発信

５

３．消費者庁の取組



①「サステナブルファッション習慣のすすめ」特設ページの開設（令和３年8月）

 サステナブルファッションが求められる背景やサステナブルファッションの

取組の動向を伝え、消費者に具体的行動を呼びかけ

 消費者意識・行動の変容が事業者の取組とともに不可欠であることから、サ

ステナブルファッションに初めて取り組む消費者を含め消費者向けに、分か

りやすく具体的な行動のヒント集を有識者からのヒアリングを踏まえて取り

まとめて公表

 ヒントの具体例として46事業者の取組事例を紹介（令和３年12月事業者URL

リンク掲載）

 ６事業者の取組内容を動画にて紹介（令和４年１月掲載）

６

３．消費者庁の取組（１）



１８のヒント

具体的な行動のヒントを伝えることで、行動する人
の輪を広げる

消費者が実際の行動に移しやすくする仕掛けとして、ヒント
に関連する事業者等の具体的取組事例のリンクを設定

消費者行動18のヒントのとりまとめ・公表

７

…



事業者においても、サステナブルファッションの推進に向けた取組が進められており、その一例を紹介

８

ページ閲覧数
期間：令和３年８月（開設）～

令和４年10月５日

33,259ビュー

事業者の取組動画



②サステナブルファッション地域実証事業の実施

 徳島県にて、自治体、事業者、消費者が協働するサステナブルファッションの紹介

シンポジウムやサステナブルファッションショー等のイベントを開催

＜イベント開催（オンライン配信）＞

・令和３年７月12日 ファッションから考えるサステナブルな未来

・令和３年12月９日 ファッションから考えるサステナブルな未来

～わたしたちができること～

・令和４年３月10日 サステナブルファッションに関する日仏シンポジウム

～フランスの取組から学ぶ～

 愛知県にて、地場産業の未利用素材を活用したサステナブル商品の開発実証を実施

＜先進的モデル事業実施（地域協力課モデル事業：愛知）＞

・「衣類」をテーマに、地域で先進的な取組を行なっているリデザインプロジェクト、フェ

アトレード名古屋ネットワークを核に「中部エシカリングプロジェクト」を発足

・生産者、販売者、消費者の間にある分断を、理解で繋ぐ仕組みづくりと、A Iやオンライ

ンの先進技術を活用し広く発信し、伝え、行動に導くことでエシカルの推進を図る

９

３．消費者庁の取組（２）



令和３年７月開催 令和３年12月開催 令和４年３月開催
※後援： 経済産業省、環境省、徳島県 ※後援： 経済産業省、環境省、在日フランス大使館※環境省、四国大学と共催

基調講演
「サステナブルファッションとは？－服と自然と

社会のつながりー」

パネルディスカッション
「サステナブルファッションと消費者の選択」

学生を交えたディスカッション
「ロスから考えるサステナブルファッション」

 トークショー
「わたしたちができるサステナブルファッション」

サステナブルファッションショー
出演・演出 大阪モード学園

テーマ
「サステナブルファッションの国際的潮流と
今後の展開」

基調講演

ラウンドテーブル（意見交換）

10

イベント開催（オンライン配信）



11

先進的モデル事業

・未利用繊維素材を利活用し、持続可能な衣料に
関わるバリューチェーン構築に繋がる人材育成の
プログラムを構築

・パートナーシップを通じて消費行動と販売活動の
変容を図り、ものづくりの現場には障がい者の技
を生かし雇用拡大に繋げる



③「わたしのサステナブルファッション宣言」リレーの実施

 令和３年９月15日、井上（前）大臣の宣言からスタート

 SNS（Twitter、Instagram、Facebook）を使って、「わたしの#サステナ

ブルファッション宣言」を発信

・実績201投稿 ※うち事業者144投稿（令和４年10月末現在）

12

サステナブルファッションサ
ポーターや著名人等も宣言

３．消費者庁の取組（３）

次の方を紹介いただく形で宣言リレーを実施



④サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議の開催

 環境省、経済産業省、消費者庁の各省庁での取り組み内容を共有し、３省庁で

連携すべき取り組み事項の再確認を実施

 第２回サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議を令和４年

６月15日に開催
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３．消費者庁の取組（４）

⑤ジャパンサステナブルファッションアライアンス（JSFA）への参画

 事業者により設立されたジャパンサステナブルファッションアライアンス

（JSFA）に、パブリックパートナーとして消費者庁も参加。令和３年11月12日

にはアライアンス総会にて消費者庁の取組を説明

 パブリックパートナーとして、環境省、経産省、消費者庁の３省庁にて毎月開催

される定例会議に継続的に参加（直近、令和４年12月８日開催）



⑥啓発動画の作成

 消費者全般に広くサステナブルファッションの必要性を知ってもらうために、

「地球を変えるサステナブルファッション」動画を公開（令和４年３月）

 ファッションに関連する問題や課題を伝え、ファッションにおけるサステナブル

な考え方の必要性を訴求

14

消費者庁ウェブサイト

消費者庁サイト掲載の「18のヒント」を紹介

桂由美さんとLaraさんのインタビューも掲載

Lara（アーティスト）
Instagram 13.4万人フォロワー（2022 年10月時点）

３．消費者庁の取組（５）



⑦インフルエンサーを活用した情報発信

 より多くの消費者、特に若年層にサステナブルファッションに関心を持ち、

実践する人の輪を広げるため、幅広い分野のインフルエンサーを活用し

Twitterにて情報発信

 令和４年度消費者月間周知投稿とともに、令和４年３月、５月の２期間にお

いて延べ18名のインフルエンサーにて「サステナブルファッション習慣の

すすめ」ページに関する投稿を実施

（投稿例）
消費者庁が指定した「18歳から大人」Twitterの投稿にコメントを
付けリツイート

投稿期間は２週間程度、波及効果を高めるために集中的に投稿

・各インフルエンサーが自由にコメント
・投稿順やタイミングは各インフルエンサー
の任意で実施

３．消費者庁の取組（６）
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実施期間
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ

数
発信回数

（ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ関連）

令和４年３月24日～３月31日 ８名 ８回（各ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ1回）

令和４年５月22日～５月31日 10名 10回（各ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ1回）



①SNSを活用した普及啓発

•若年層を中心により幅広い層に訴求していくため、Twitterに加え、
Instagram公式アカウントを開設し、サステナブルファッション
に関する情報を定期的に発信

•波及効果を高めるため、インフルエンサーを活用した情報発信を
継続して実施

②公式ウェブサイトにおける情報の拡充

•エシカル消費特設サイトにて、個人や事業者の取組事例紹介を拡
充
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4．今後の消費者庁の取組予定


